
 

 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
十
九
号 

 
改
正 

令
和
七
年 
十
二
月
二
日
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
三
号 

改
正 

令
和
八
年 

二
月
二
十
六
日
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
六
号 

  

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
指
示
す
る
。 

  

令
和
七
年
二
月
二
十
五
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会 

会
長 

田
中 

栄
次 

  

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
に
よ
る
遊
漁
者
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
採
捕
に
係
る
委
員
会

指
示 

 

一 

定
義 

 
 

こ
の
指
示
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
る
。 

１ 

「
遊
漁
者
」 

水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
者
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
場
合
の
い
ず
れ
に
も

該
当
し
な
い
も
の
を
い
う
。 

  
 

㈠ 

漁
業
者
が
漁
業
を
営
む
場
合 

 
 

㈡ 

漁
業
従
事
者
が
漁
業
者
の
た
め
に
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
従
事
す
る
場
合 

  
 

㈢ 

試
験
研
究
又
は
教
育
実
習
を
行
う
者
が
そ
の
た
め
に
水
産
動
植
物
を
採
捕
す
る
場
合 

２ 

「
日
本
海
・
九
州
西
海
域
」 

漁
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号
）
第
百
五

十
二
条
第
二
項
及
び
漁
業
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
十
号
）
第
十
六
条
に
規
定
す

る
日
本
海
・
九
州
西
海
域
を
い
う
。 

３ 

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
」 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の
を

い
う
。 

４ 

「
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
」 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
う
ち
、
三
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
を

い
う
。 

５ 

「
遊
漁
船
」 

遊
漁
船
業
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
九
十
九
号
）

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
遊
漁
船
を
い
う
。 

 

二 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限 

遊
漁
者
は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら



な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
小
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

三 

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
の
制
限 

１ 

遊
漁
者
は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
、
次

に
掲
げ
る
期
間
ご
と
に
、
一
人
一
尾
を
超
え
て
保
持
し
て
は
な
ら
な
い
。
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型

魚
）
を
保
持
し
た
者
が
別
の
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
（
以
下
「
別
個
体
」
と
い
う
。
）
を
採

捕
し
た
場
合
は
、
直
ち
に
別
個
体
を
海
中
に
放
流
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

㈠ 

四
月
及
び
五
月 

 

㈡ 

六
月
及
び
七
月 

 

㈢ 

八
月
及
び
九
月 

 

㈣ 

十
月
及
び
十
一
月 

 

㈤ 

十
二
月
及
び
一
月 

 

㈥ 

二
月
及
び
三
月 

２ 

日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う
。
）
会
長
は
、
日
本

海
・
九
州
西
海
域
に
お
け
る
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
、
漁
獲
可
能

量
制
度
に
基
づ
く
く
ろ
ま
ぐ
ろ
の
資
源
管
理
の
枠
組
み
又
は
遊
漁
者
に
よ
る
資
源
管
理
の
取

組
に
支
障
を
来
す
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
期
間
を
定
め
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域

に
お
い
て
遊
漁
者
に
よ
る
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
を
禁
止
す
る
旨
、
公
示
す
る
。 

３ 

遊
漁
者
は
、
２
の
公
示
に
よ
り
、
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
採
捕
が
禁
止
さ
れ
た
期
間
中

は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
て
は
な
ら
な
い
。

く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
意
図
せ
ず
採
捕
し
た
場
合
に
は
、
直
ち
に
海
中
に
放
流
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

四 

報
告 

１ 

遊
漁
者
は
、
日
本
海
・
九
州
西
海
域
に
お
い
て
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
採
捕
し
た
場
合

に
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
か
ら
一
日
以
内
に
、
次
の
各
号

に
掲
げ
る
事
項
を
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈠ 

採
捕
し
た
者
の
氏
名
、
住
所
、
電
話
番
号
及
び
電
子
メ
ー
ル
ア
ド
レ
ス 

㈡ 

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
数
及
び
重
量
（
計
量
方
法
を
含
む
。
） 

㈢ 

尾
さ
長
（
ふ
ん
端
か
ら
尾
さ
ま
で
の
長
さ
を
い
う
。
） 

㈣ 

採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
を
陸
揚
げ
し
た
日
及
び
陸
揚
げ
し
た
場
所 

㈤ 

採
捕
し
た
海
域 

㈥ 

遊
漁
船
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
名
、
登
録
都
道
府
県
名
及
び
遊
漁
船
登
録
番
号 

㈦ 

遊
漁
船
以
外
の
船
舶
を
利
用
し
た
場
合
は
、
そ
の
船
舶
番
号
又
は
船
舶
検
査
済
票
の
番
号 

㈧ 

届
出
番
号
（
太
平
洋
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
五
十
一
号
の
二
の
８
、
日
本
海
・
九



州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
二
号
の
二
の
８
及
び
瀬
戸
内
海
広
域
漁
業
調
整
委

員
会
指
示
第
五
十
号
の
二
の
８
に
基
づ
き
交
付
さ
れ
る
番
号
を
い
う
。
） 

２ 
１
の
報
告
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
採
捕
し
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
の
尾
さ
長
が
確
認

で
き
る
写
真
及
び
採
捕
し
た
者
の
運
転
免
許
証
又
は
こ
れ
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
氏
名
及

び
住
所
を
証
す
る
書
類
の
写
し
を
併
せ
て
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

五 

指
示
の
有
効
期
間 

 
 

こ
の
指
示
の
有
効
期
間
は
、
令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。 

 

六 

そ
の
他 

 
 

こ
の
指
示
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
委
員
会
会
長
が
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
る
。 附 

則
（
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
三
号
） 

１ 

こ
の
指
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
指
示
の
施
行
の
日
前
に
採
捕
さ
れ
た
く
ろ
ま
ぐ
ろ
（
大
型
魚
）
に
関
す
る
改
正
前
の
日

本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
十
九
号
の
４
の
⑴
の
規
定
に
基
づ
く
報
告
に

つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

  
 

附 

則
（
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
八
十
六
号
） 

１ 

こ
の
指
示
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

２ 

こ
の
指
示
の
施
行
前
に
漁
業
法
第
百
二
十
一
条
第
四
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る

同
法
第
百
二
十
条
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
命
ぜ
ら
れ
た
事
項
に
つ
い
て
は
、
こ
の
指
示
に
よ

る
改
正
後
の
日
本
海
・
九
州
西
広
域
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
十
九
号
の
三
の
１
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
改
正
前
の
三
の
１
の
規
定
を
適
用
す
る
。 


